
 

 

 

 

 

 

  第 １ ０ ５ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ６ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

  



新 宿 区 条 例 第 ２ 号  

 

新 宿 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関

す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

新 宿 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 勤 務 時 間 、休 日 、休 暇 等 に 関 す る 条 例（ 平

成 1 2 年 新 宿 区 条 例 第 5 8 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 1 1 条 第 1 項 中「 並 び に 第 1 1 条 の 5 第 1 項 」を「 、第 1 1 条 の 5

第 1 項 並 び に 第 1 8 条 の 2 の 2 第 1 項 」に 改 め 、同 条 第 2 項 中「 、同

項 」を「 、前 項 」に 、「 こ の 項 並 び に 」を「 こ の 項 、」に 改 め 、「 第

1 1 条 の 3 第 1 項 及 び 第 3 項 」 の 次 に 「 、 第 1 1 条 の 5 第 1 項 並 び に

第 1 8 条 の 2 の 2 第 1 項 」 を 加 え る 。  

第 1 8 条 の 2 の 次 に 次 の 1 条 を 加 え る 。  

 （ 子 育 て 部 分 休 暇 ）  

第 1 8 条 の 2 の 2  教 育 委 員 会 は 、職 員（ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 を 除

く 。 ） が 6 歳 に 達 す る 日 の 翌 日 以 後 の 最 初 の 4 月 1 日 か ら 1 2 歳

に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3 月 3 1 日 ま で の 間 に あ る 当 該 職 員 の 子

そ の 他 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 当 該 職 員 の 子 を 養 育 す る た め 、 1

日 の 勤 務 時 間 の 全 部 又 は 一 部 に つ き 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る

と 認 め ら れ る 場 合 に お け る 休 暇 と し て 、 子 育 て 部 分 休 暇 を 承 認 す

る も の と す る 。  

２  子 育 て 部 分 休 暇 に 関 し そ の 期 間 そ の 他 の 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委

員 会 の 承 認 を 得 て 、 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

 

附  則  

 

 こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

 小 学 校 就 学 後 の 子 を 養 育 す る 幼 稚 園 教 育 職 員 の 仕 事 と 育 児 の 両 立

・ 調 和 を よ り 一 層 推 進 す る た め 、 新 た に 子 育 て 部 分 休 暇 を 導 入 す る

必 要 が あ る た め  

 


